
 

 

  

集団資源回収の手引き（１） 

～新たに活動する方へ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合せ】 

        越谷市役所資源循環推進課 

電話：０４８－９６３－９１８１ 

        受付時間：月～金曜日、8 時３０分～１７時１５分 

 

令和６年１月時点 
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集団資源回収奨励補助金交付制度とは、越谷市に資源回収実施団体として登録した団体

（自治会、子ども会、管理組合など）が資源回収を実施した際、資源物の回収量に応じて

補助金を交付する制度です。 

 

【資源物回収から補助金交付までの流れ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【補助金の単価】 

補助対象品目の回収量１kgにつき８円(令和５年度実績) 
 

【補助金交付対象品目】 ※家庭から出されるものに限ります。 

古紙類 （新聞、雑誌、段ボール、紙パック、雑紙） 

古繊維類 （古着、古布） 

金属類 （空き缶、金属くず類） 

生きびん及びびんケース （ビールびん、一升びん等、繰り返し使用できるリターナブルびん） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

集団資源回収奨励補助金交付制度とは 

集団資源回収活動を行うメリット 

1．ごみの減量につながり、ごみ処理費用の節減につながります。 

2．資源の有効利用、リサイクル意識の高揚を図ることができます。 

3．地域で行うイベントの充実を図るなど、地域のコミュニティづくりに役立ちます。 

① 資源物を回収し 

引き渡す 

②仕切り書の発行 

売払い代金 

③補助金交付申請 

④補助金交付 

資源回収実施団体 資源回収業者 市役所 
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市長に提出する書類 

・会則、規則等の写し ・役員名簿 ・会員名簿 ・決算書  

・当該年度の活動計画書 ・前年度の活動報告書 

 

 以下の要件をすべて備えた団体が登録できます。 

① 営利を目的としない、おおむね２０世帯以上の地域住民で構成されていること 

② 団体ができてから３ケ月以上または３回以上資源回収を行い、年４回以上定期的に資源

回収を行う予定があること 

③ 資源回収では、会員の住む地域の一般家庭から出された品物だけを回収すること 

④ 資源回収に資源物を出した人に、決算報告と活動報告をしていること 

⑤ 団体ができてから１年以上活動し、以下の書類を市長に提出できること 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施団体として登録できる団体 

① 団体内で打ち合わせ 

②回収業者を選ぶ 

③団体登録 

④回収日時、場所を周知 

⑤資源物の回収 

⑥補助金の申請 

集団資源回収のはじめかた 

回収する資源物や出し方と集める場所など資源回収につ

いて話し合いましょう。 

どの業者でも構いません。（市外も可） 

回収を上手に進めるためには、なるべくお近くの業者を

選ぶことがポイントです。（連絡や調整に便利であり、自

己運搬を行うことが可能です） 

回収業者との打ち合わせが済んだら、市役所に団体の新

規登録申請をしてください。 

各世帯に資源回収の開始、資源物の回収場所について回

覧等で周知しましょう。 

団体で設定した回収日に資源物を回収しましょう。 

業者から仕切書等の書類が発行されますので、申請まで

大切に保管してください。 

市役所に補助金の申請をします。申請期は年度内に４回

（６月、９月、１２月、３月）あります。 

申請月の翌月末に補助金が振り込まれます。 

振込みの直前には補助金額をお知らせする「越谷市資源

回収奨励補助金交付決定兼確定通知書」を送付します。 



3 

 

 

  

 資源回収実施団体として登録するためには、『越谷市資源回収実施団体新規登録申

請書』に添付書類を添えて、資源循環推進課まで提出してください。 

 また、様式は市ホームページから印刷することができます。 

 

申請書の記入については、４ページの記入例を参考に、太枠内に必要事項を記入し

てください。なお、申請書に添付する書類は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 ※越谷市から活動補助金・助成金を受けている市民団体またはその団体から補助を

受けている市民団体については、①以外の書類の提出を省略することができるも

のとします。（但し、必要が生じた場合、提出を求めることがあります。） 

 

    

該当する団体例  

・自治会および自治会から補助を受けている老人会等 

・越谷市子ども会育成連絡協議会に属する団体 

・越谷市文化連盟に属する団体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資源回収実施団体新規登録について 

①越谷市資源回収奨励補助金振込口座新規登録申請書（第２号様式） 

②会則（規約）の写し   ③役員名簿   ④会員名簿  

⑤決算書（＊毎年度提出） ⑥当該年度の活動計画書  

⑦前年度の活動報告書   

⑧その他市長が必要と認める書類（＊指示があった場合） 
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補助金は資源回収団実施団体の資源回収活動に対して交付するものなので、団体名が入

った口座を開設してください。 

  （団体名が入った口座を作るため、銀行で会則等の提出を求められます。） 

 

申請書の記入については、６ページの記入例を参考に、太枠内に口座の情報等を記入し

て下さい。なお、申請書に添付する書類は、次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

 

・口座名義が１文字でも異なると、補助金の入金を行うことができません。口座名義は

間違いのないよう、全て通帳または明細書のとおりに記入してください。特にフリガ

ナの記入はご注意ください。 

・口座の名義人が代表者名と異なる場合、「委任状」に代表者の記名をお願いします。 

 

「金融機関名」「本店・支店名」「普通又は当座の別」「口座番号」 

「カナ表記の口座名義」が確認できる書類 

 

例）通帳のコピー（表紙及び表紙裏）、明細書 

資源回収奨励補助金振込口座新規登録申請書の記入について 
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